
 

外務省における就職氷河期世代の国家公務員中途採用の方針について 

 

１ 外務省における採用の全体像 

  外務省においては、国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）を

活用し、令和８年度から 10 年度までの３年間で１年当たり７名の採用を目

指す。加えて、既存の経験者採用等の取組も着実に継続する。 

 

２ 外務省が求める人材像・職種 

  就職氷河期世代の国家公務員中途採用に当たって外務省が求める人材像と

しては、本申合せの「（就職氷河期世代試験について） ３」の（１）～

（３）に掲げるような方に加え、以下のような方を想定している。 

 

（１）国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）の事務区分の方

で、外務省における官房事務（会計、庶務、文書管理、情報通信等）、

領事事務、秘書的業務等、与えられた職務に積極的に取り組む姿勢を

有する方。 

（２）海外における勤務環境を十分に理解し、外国勤務を厭わない方。 

（３）語学習得に意欲を有する方。 

 

３ 外務省における研修等の方針 

  採用された就職氷河期世代の方が採用後、公務に円滑に取り組めるよう、

職員の希望や能力等を踏まえつつ、外務省においては、以下のような研修や

育成の機会を設けることとする。 

 

（１）経験者採用者等研修【採用１年目の４月に実施】 

外務公務員としての自覚、意識を涵養するとともに、職務遂行に必要

な基礎知識の習得を図る研修を実施する。 

（２）英語研修【採用１年目に実施】 

業務を遂行する上で必要な英語力を習得せしめることを目的として、

実務に即した実践的な英語を集中して研修。 

（３）人事当局にて中途採用者選考試験合格者との個別面談を実施する予

定。 
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